
事 務 連 絡 

平成３１年 ４月 ２日 

 

各都道府県私立学校主管課、宗教法人事務担当課 

各国公私立大学担当課 

各国公私立高等専門学校担当課          

公立大学を設置する各地方公共団体担当課    御中 

各文部科学省所管独立行政法人担当課 

各大学共同利用機関法人担当課 

日本私立学校振興・共済事業団担当課 

                           文部科学省大臣官房政策課 

                                           

 

東日本大震災により滅失・損壊をした公益的な施設等の 

復旧のための指定寄附金の期間の延長等について 

 

 

東日本大震災により被災した国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人、学校法人、

私立学校法第６４条第４項の規定により設立された法人（以下｢準学校法人｣という。）、

宗教法人等の公益事業用建物等の復旧のために募集する寄附金については、平成２３年３

月１５日付け財務省告示第８４号、平成２５年１２月２７日付け財務省告示第４０１号及

び平成２９年３月３１日付け財務省告示第９８号により、平成３１年３月３１日までに主

務官庁の確認を受けた場合には、一定の要件の下で寄附金控除又は損金算入の対象となる

寄附金(以下｢指定寄附金｣という。)として扱われておりますが、平成３１年３月２９日付

け財務省告示第８５号（別紙）により、上記の期間が平成３２年３月３１日まで延長され

ることとなりました。 

 期間の延長後においても、指定寄附金の扱いについては、別添の取扱要領によるほか、

下記に留意の上、遺漏のないようよろしくお取りはからい願います。 

 各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人等に対して、各都道府県宗教

法人事務担当課におかれては、所轄の宗教法人に対して、御周知くださいますようお願い

いたします。 

 

（税制上の優遇措置） 

個人が支出する寄附金の場合は、寄附金控除（所得金額の４０％又は寄附金額のいずれ

か少ない方の金額から２千円を控除した金額を所得から控除）の対象となります。 

法人が支出する寄附金の場合は、全額が損金算入の対象となります。 

 

 

記 

 

 

 取扱要領「三 主務官庁における手続き等」中、主務官庁たる都道府県知事、都道府

県教育委員会から財務省への報告については、募金の主体が教育、科学技術・学術、ス

ポーツ、文化関係の公共・公益法人等である場合は、文部科学省を経由して行うことと

するので、財務省へ提出する書類については、別表にしたがって文部科学省へ送付する

こと。 

 



 

別 表 

法人の種類 送付・連絡先 

学校法人 文部科学省高等教育局私学行政課 

準学校法人 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

宗教法人 文化庁宗務課 

公立大学法人 文部科学省高等教育局大学振興課 

 

 

(本件担当) 

文部科学省大臣官房政策課調整係 

電話番号 03-5253-4111（内線 2963） 

直  通 03-6734-2963 

 


